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人 事 課 

 

議案第６９号 

港区職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 目  的 

育児休業の柔軟化を図るための地方公務員の育児休業等に関する法律（以下「育児

休業法」といいます。）の一部改正等を踏まえ、非常勤職員の育児休業の取得要件を

緩和するほか、地方公務員の定年引上げに関する措置を定めた地方公務員法の一部改

正に伴い、港区職員の育児休業等に関する条例（以下「育休条例」といいます。）の一

部を改正します。 

 

２ 改正内容①（育児休業の柔軟化：第１条関係） 

（１）非常勤職員の産後パパ育休の取得要件の緩和 

   非常勤職員の産後パパ育休※の取得要件を緩和します。 

※「産後パパ育休」：子の出生の日から５７日以内（出生日及び産後８週間以内）に取得する育児休業の 

通称です。 

【現 行】 

出生     ５７日     ６か月経過日   １歳      １歳６か月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

出生     ５７日     ６か月経過日   １歳      １歳６か月 

 

 

 

 

 

 

令和４年９月１３日 資料№１５ 
総 務 常 任 委 員 会 

任用期間（子の１歳６か月到達日まで任用されることが取得要件） 

←取得可 〇 

←取得不可 × 

←取得可 〇 

任用期間 任用されない期間 

任用期間 任用されない期間 

産後パパ育休 

産後パパ育休 

産後パパ育休 
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（２）子の１歳６か月到達日までの間における非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和 

子の１歳６か月到達日までの間における非常勤職員の育児休業の取得要件につい

て、次のとおり緩和します。 

ア 非常勤職員の配偶者が子の１歳到達日の翌日を初日として育児休業を取得し

ている場合は、当該育児休業の期間の末日の翌日以前の日を初日として育児休業

を取得できるようにします。 

イ 子の１歳到達日の翌日から子の１歳６か月到達日までの期間において非常勤

職員が他に育児休業を取得したことがないこと（＝１回目の育児休業の取得であ

ること。）を取得要件に加えます。 

 

【現 行】 

  出生              １歳             １歳６か月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

 配偶者と非常勤職員の交替取得可 

  出生              １歳             １歳６か月 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（３）子の２歳到達日までの間における非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和 

子の２歳到達日までの間における非常勤職員の育児休業の取得要件についても、

子の１歳６か月到達日までの間の取得要件と同様に緩和します。 

 

 

非常勤職員又は配偶者が育休 育休 

非常勤職員又は配偶者が育休 

配偶者が育休 

育休 

非常勤職員の育児休業は、子の１歳到達日まで【原則】 
現行、子の１歳到達日の翌日以降に育児休業を取得するため
には、次の①～③の要件をいずれも満たすことが必要 
① 育児休業の開始日は、子の１歳到達日の翌日限定 
② 子の１歳到達日において非常勤職員又は配偶者が育児休

業を取得 
③ 継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として

区規則で定める場合 
 

育児休業の開始日について、配偶者と
交替で取得するときは、子の１歳到達
日の翌日に限定されない。 
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（４）再度の育児休業の取得要件の緩和 

再度の育児休業の取得要件について、次のとおり緩和します。 

ア ２回目の育児休業のためにあらかじめ育児休業等計画書により書面で申し出

ることを不要とします。 

イ 任期の更新に伴う育児休業の取得について、地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律に基づき任用する「任期付職員」も対象とします。 

（５）人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間（５７日間）の条項改正 

育休条例で引用している育児休業法の条項番号を変更します。 

第２条第１項ただし書 → 第２条第１項第１号 

 

３ 改正内容②（定年引上げ：第２条関係） 

（１）育児休業を取得することができない職員及び育児短時間勤務をすることができな

い職員について、役職定年制の例外措置として、特例任用により管理職に留任する

者を追加します。 

（２）育休条例で引用している地方公務員法の条項番号を変更します。 

    第２８条の５第１項 → 第２２条の４第１項 

 

４ 施行期日等 

（１）施行期日 

令和４年１０月１日。ただし、（２）については公布の日、項番３については令和

５年４月１日 

（２）施行前準備 

  ア 既に１回目の育児休業をしたことがある職員は、施行日前においても、改正後

の育休条例の規定による育児休業の承認の請求ができることとします。 

  イ 改正後の育休条例の取得要件に新たに該当する職員は、施行日前においても、

改正後の育休条例の規定による育児休業の承認の請求ができることとします。 



港
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
二
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

第
二
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
非
常
勤
職
員 

 

三 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員 

 
 

イ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

 
 

イ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

 
 

 

⑴ 

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六

箇
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
第
三
条
の
二

に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
期
間
の
末
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
、
第
二
条
の
四
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
子
が
二
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、

そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）

が
満
了
す
る
こ
と
及
び
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」

と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常

 
 

 

⑴ 

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六

箇
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
二
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
二
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更

新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及

び
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
引

き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員 
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勤
職
員 

 
 

 
⑵ 

（
略
） 

 
 

 

⑵ 

（
略
） 

 
 

ロ 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

 
 

ロ 

第
二
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
（
そ
の

養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
及
び
同
条
に
お
い
て
「
一

歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を

し
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
） 

 
 

 

⑴ 

そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
到
達
日
」
と

い
う
。
）
（
当
該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
二
条
の
三
第
二

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ

た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末

日
と
さ
れ
た
日
。
以
下
こ
の
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休

業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
し
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初

日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の 

 

 
 

 

⑵ 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を

し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期

の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育

児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日
の
翌
日
又

は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
も
の 
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ハ 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、

当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続

き
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き

続
き
採
用
さ
れ
る
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し

よ
う
と
す
る
も
の 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
） 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
） 

第
二
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

第
二
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

一
歳
か
ら
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
第
三

条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
場
合
、
区
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

ハ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
） 

当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日 

 

三 

一
歳
か
ら
一
歳
六
箇
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤

職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
前
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶

者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す

る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日

後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業
の

期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ

た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該
子
の
一

歳
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
そ
の
任
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期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常

勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に

特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の

翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き 

当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日 

 
 

イ 

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の

配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当

し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一

歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌

日
（
当
該
配
偶
者
が
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合

に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等

育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業

の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 

 
 

ロ 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶

者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る

 
 

イ 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子

の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）

に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者

が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶
者
が
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
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地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日

後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方

等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い

る
場
合 

 
 

ハ 

（
略
） 
 

 

ロ 

（
略
） 

 
 

ニ 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当

該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期

間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
） 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
） 

第
二
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六

箇
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の

規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
七
号
に
掲
げ

る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合
、
区
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
）
と
す
る
。 

第
二
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六

箇
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該

子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
後
の
期
間

に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が

更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で

あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。 

 

一 

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
非
常

勤
職
員
の
配
偶
者
が
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場

合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
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育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の

期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 

二 
（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 
 

二 

（
略
） 

 

四 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
箇
月
到
達
日

後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が

な
い
場
合 

 

 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
準

と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
） 

 

第
二
条
の
五 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

期
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
間
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
三
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情

は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。 

第
三
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情

は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

 
 

五 

育
児
休
業
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に

係
る
子
に
つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
三
月
以
上
の
期

間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該
育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
休
業
の

承
認
の
請
求
の
際
育
児
休
業
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ

い
て
書
面
に
よ
り
任
命
権
者
に
申
し
出
た
場
合
に
限
る
。
）
。 

 

五 

（
略
） 

 

六 
（
略
） 
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六 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

 

七 
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
の
末
日
を
育
児

休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
任
期
を

更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期

の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育

児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。 

 

八 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て

い
る
非
常
勤
職
員
が
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
任
期
が

更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る

日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
準
と

し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
） 

 

第
三
条
の
二 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期

間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
間
と
す
る
。 

 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

一 

付
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定 

公
布
の
日 

 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 
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２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
区
職
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
五
号
の
書
面
に
よ
り
任
命
権
者
に
申

し
出
た
職
員
に
対
す
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

 
（
施
行
前
の
準
備
） 

 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十

五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
た
こ
と

が
あ
る
職
員
か
ら
の
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前

に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

第
二
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
非
常
勤
職
員
か
ら
の
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
及

び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
、
第
二
条
の

四
又
は
第
三
条
第
七
号
の
規
定
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
か
ら
の
育

児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 
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港
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
） 

改 
 

正 
 

案 

改 
 

正 
 

前 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
二
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

第
二
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
港
区
条
例
第
一
号
）

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員 

 

二 

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
港
区
条
例
第
一
号
）

第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職

員 

 

三 

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）

を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

 

 

四 

（
略
） 

 

三 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 
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第
七
条 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

第
七
条 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
と
す
る
。 

 

一 
（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員 

 

二 

港
区
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員 

 

三 

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
十
四
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。 

第
十
四
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
区
規
則
で
定

め
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

 

二 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
区
規
則
で
定

め
る
非
常
勤
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
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（
施
行
期
日
） 

 
１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

一 

付
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定 

公
布
の
日 
 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
区
職
員

の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
五
号
の
書
面
に
よ
り
任
命
権
者
に
申

し
出
た
職
員
に
対
す
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

 

（
施
行
前
の
準
備
） 

 

３ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等

育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十

五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
た
こ
と

が
あ
る
職
員
か
ら
の
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前

に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

第
二
条
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
非
常
勤
職
員
か
ら
の
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
及

び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
例
第
二
条
の
三
第
三
号
、
第
二
条
の

四
又
は
第
三
条
第
七
号
の
規
定
に
新
た
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
者
か
ら
の
育
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児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 
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